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1 下水道 BCP の趣旨と基本方針 
 

1.1 下水道ＢＣＰの策定趣旨 

・ 「業務継続計画（BCP：Business Continuity Plan）（以下、下水道 BCP）」とは、大規模な災害・事故等で職員・庁舎・設備等に相当の被害が生じても、優

先実施業務を中断させず、例え中断しても許容される時間内に復旧できるようにするための計画である。 

・ 下水道 BCP は、下水道施設が町民生活にとって重要なライフラインの一つであり、災害時においてもその機能を維持または早期回復することが必要不可欠

であること、また、災害時における下水道機能の継続・早期回復は発災後から対応を始めるのでは困難であることを踏まえ策定・運用を行うものである。 

 

 

1.2 基本方針 

(1) 町民、職員、関係者の安全確保 

災害発生時の業務の継続・早期復旧にあたっては、町民、職員、関係者の安全確保を第一優先とする。 

(2) 下水道事業の責務遂行 

町民生活や地域経済活動のために必要となる下水道が果たすべき重要な機能を優先的に回復する。 

(3) 対象事象 

大規模地震・津波及び水害を対象として策定する。 

 

 

1.3 下水道ＢＣＰの対象とする業務の範囲 

大槌町上下水道課が所管する下水道事業の全業務を対象とする。（本部編・処理場編） 

発災後に確保すべき下水道機能（マニュアル§３参照） 

① トイレ機能の確保 

② 公衆衛生の保全 

③ 浸水被害の防除 

④ 交通障害の発生防止による応急対策活動の確保 
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1.4 下水道ＢＣＰの策定体制と運用体制 

下水道ＢＣＰの平時の策定体制と運用体制は、次のとおりとする。（災害時の体制は2.3 参照） 

（１）下水道部局 

区 分 部署・氏名 役  割 

最高責任者 上下水道課長 

・下水道ＢＣＰの策定及び運用の全体統括、意思決定 

・町長への報告 

・関連行政部局や支援者（地方公共団体、民間企業等）等との調整統括 

実務責任者 同課 工務班長 
・下水道ＢＣＰの策定及び運用の実施統括 

・平時の維持管理・是正措置の実施状況の確認 

下水道事業担当者 

同課 工務班員 

・実務責任者の補佐 

・県との調整 

・関連行政部局や支援者（地方公共団体、民間企業等）等との調整（担当窓口） 

同課 工務班員 
・下水道ＢＣＰ策定事務局 

・連絡先リスト等の定期点検 

同課 工務班員 
・訓練の企画及び実施 

・台帳、資機材等の整備 

 

（２）関連行政部局及び民間企業等 

区 分 部署・氏名 役  割 

総務部局 庁舎管理実務責任者：総務課長 ・庁舎の耐震化、耐水化状況を下水道部局へ提出等 

道路・河川部局 

県道・二級河川管理実務責任者：沿岸広域振興局 

土木部長 

町道・準用河川管理実務責任者：地域整備課長  

・道路・河川部局の連絡先リストを下水道部局へ提出等 

上水道部局 上下水道課長 ・上水道部局の連絡先リストを課内で共有 

浄化センター・漁業集落排水処

理施設維持管理業務受託者 
(株)テツゲン ・処理場施設の緊急点検 

雨水ポンプ場維持管理業務受

託者 

高木電気管理事務所 

細川電気管理事務所 
・雨水ポンプ場施設の緊急点検 

災害時支援 岩手県市町村相互応援 
・岩手県地域防災計画第 3 章第 10 節「大規模災害時における岩手県市町 

 村相互応援に関する協定（H8.10.7）」に基づく応援体制の確保 

災害時支援 日本下水道事業団 岩手事務所 
・処理場、管路及び雨水ポンプ場、雨水排水路の被害調査及び応急復旧対

応の応援体制の確保 

災害時支援 (公財)岩手県下水道公社 ・処理場、管路の被害調査及び応急復旧対応の応援体制の確保 
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災害時支援 
(公社)日本下水道管路管理業協会東北支部岩手県

部会：(株)伊藤組 

・災害時における岩手県内の下水道管路施設の復旧支援に関する協定 

（H26.3.28 締結）」に基づく支援体制の確保 

災害時支援 岩手県建設業協会釜石支部：(株)青紀土木 ・協力人員や、提供可能な資機材リストの提出等 

大槌町水道工事指定店 民間 93 社（町 HP 掲載業者） ・給水及び宅内水道施設開閉栓等 

大槌町排水設備工事指定店 民間 94 社（町 HP 掲載業者） ・宅内排水設備の修繕等 

衛生社（バキュームカー所有） 民間 2 社 ・汚水の汲み取り運搬 

燃料供給 岩手県石油商業協同組合釜石支部 
・「災害時における応急対策用燃料の調達等に関する協定」に基づく 

応急対策用燃料等の供給 

燃料供給 岩手県高圧ガス保安協会釜石支部 

・「災害時におけるプロパンガス及びプロパンガス設備の応急対策 

用資機材の調達並びに応急対策要員確保に関する協定」に基づく 

プロパンガス及び設備等の供給 

電力復旧 東北電力(株)釜石営業所 ・「災害時における電力復旧に関する協定」に基づく電力復旧 

災害時支援 大阪府豊中市 ・「災害時の相互応援に関する協定」に基づく応援体制の確保 

応急車両整備 岩手県自動車整備振興会釜石支部 
・「災害時における応急車両整備等の支援協力に関する協定」に基 

づく災害業務従事車両の応急整備及び資機材の貸出 

台帳整備 (株)三水コンサルタント東北支社 ・施設台帳の出力 
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2 非常時対応の基礎的事項の整理 
 

2.1 災害発生時の業務継続戦略 総括表 

事 項 説   明 

対象災害と発動基準 

[地震] 

１. 震度４の地震が大槌町内で観測された場合には警戒配備(防災対策課員、総務課員及び本部長指示職員)とする。 

２. 震度５弱又は５強の地震が大槌町内で観測された場合には１号非常配備(上記以外に全管理職)とする。 

３. 震度６弱以上の地震が大槌町内で観測された場合には２号非常配備(全職員)とし、初動対応を開始する。 

[津波] 

１. 津波注意報(０．２ｍ～１ｍの津波⇒１ｍと発表)が大槌町に発令された場合には 1 号非常配備とする。 

２. 津波警報(１ｍ～３ｍの津波⇒３ｍと発表)が大槌町に発令された場合には２号非常配備とする。 

３. 大津波警報(３ｍ以上の津波⇒５ｍと発表)が大槌町に発令された場合には２号非常配備)とし、初動対応を開始する。 

[水害] 

１. 気象警報発表又は警報発表可能性「中」以上の場合、参集範囲は、警戒本部は防災対策課長、対策本部は町長判断により決定する。 

対応体制 

・上下水道課内に下水道対策本部を設置。本部長は上下水道課長、副本部長は上下水道課業務班長とする。 

・処理場は処理場班を設置。班長は上下水道課長とする。 

・班編成：総務班(調達班)、情報班、調査班(復旧班)、処理場班を置く。 

・緊急参集メンバーは、全部で５名。 

（発動基準未満で震度４以上の地震の場合は、緊急参集メンバーを３名とし、本部長、副本部長、関係部局への状況を報告する。） 

対応拠点 
・上下水道課内に下水道対策本部を置く。 

・同課が使用できない場合、大槌町中央公民館内に代替対応拠点を置く。 

主な優先実施業務、

その対応の目標時

間、業務継続戦略の

概要 

優先実施業務 業務の概要 対応の目標時間 

１.下水道対策本部及び処理 

   場班の立上げ 

・災害対応拠点の安全確認等を実施の上、下水道対策本部、処理場 

班を立上げ 

勤務時間内：３時間以内 

勤務時間外：３時間以内 

２.職員等の安否確認 ・職員等の参集状況、安否確認を行う 勤務時間内：発災直後 

勤務時間外：発災直後 

３.処理場との連絡調整 ・処理場の参集人員や被害状況の把握 勤務時間内：発災直後 

勤務時間外：発災直後 

４.被害状況用の情報収集 ・処理場・雨水ポンプ場等の被害状況、停電状況等を確認 

・報道、他部局からの連絡、住民からの通報等により被害情報 

発災から６時間以内に完了 

以降、随時実施 

５.県、町対策本部、関連行政 

部局への連絡  

・県下水環境課、町災害対策本部、関連行政部局へ被害状況、対応 

状況を連絡するとともに、協力体制を確保 

発災から６時間以内に完了 

以降、随時実施 

６.緊急点検、緊急調査 ・二次災害（人的被害）防止に伴う管路施設の点検を実施 

・重要な幹線等の目視調査を実施 

発災から２日以内に完了 



 

 

 

 

－ 5 － 

７.汚水溢水の緊急措置 ・備蓄している資機材により溢水を解消し、町で対応できない場合 

には、協力会社に汚泥吸引車の手配及び措置を依頼 

発災から３日以内に完了 

被害がある場合、適宜実施 

８.緊急輸送路における交通 

障害対策 

・関連行政部局と協力し、緊急輸送路における道路陥没やマンホー

ル浮上等による交通障害を解消 

発災から３日以内に完了 

被害がある場合、適宜実施 

９.浸水対策 

  （降雨が予想される場合） 

・雨水ポンプ場の復旧等、雨水排除機能を回復 

・雨水溢水に対する緊急措置を実施 

・排水ポンプ、排水ポンプ車等の手配を町で対応できない場合は県 

と協議を実施 

発災から３日以内に完了 

被害がある場合、適宜実施 

 

 

10.支援要請及び受援体制 

の整備 

・他の地方公共団体や民間企業等へ支援要請を行うとともに、受援 

体制を整備 

発災から３日以内に完了 
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2.2 災害対応拠点と非常参集 

事 項 説   明 

１．拠点名 
本部：下水道対策本部 

処理場：大槌浄化センター・漁業集落排水施設（処理場編） 

２．下水道対策本部の要員 

対策本部長  ：上下水道課長 

対策副本部長 ：同課 業務班長 

総務班長   ：同課 業務班長 

調達班長   ：同課 業務班長 

情報班長   ：同課 工務班長 

調査班長   ：同課 工務班長 

復旧班長   ：同課 工務班長 

処理場班長  ：上下水道課長 

他の要員は、2.3 参照 

３．設置場所と連絡手段 

（重要関係先からの連絡手段） 

本部：大槌町上下水道課内（※施設・設備が使用できない場合には、代替対応拠点に移る。） 

所在地：上閉伊郡大槌町上町 1-3 

   電話：0193-42-8719  ＦＡＸ：0193-42-2030  電子メール：suido@town.otsuchi.iwate.jp 

   携帯電話               携帯メール             衛星電話  

 

処理場：大槌浄化センター事務室 

   電話：0193-42-2883   ＦＡＸ：0193-42-2883   電子メール：touhoku.ootsuchi@tetsugen.co.jp 

   携帯電話           携帯メール       衛星電話 

４．下水道対策本部内及び周辺に備 

える設備 

【下水道対策本部活動用】（下水道対策本部が主に使用する設備） 

電話：１回線、FAX：１台、衛生電話：０台、ケーブル電話０台、パソコン：１０台、プリンター：１台 

コピー機：１台、ホワイトボード：１台、テレビ：１台、ラジオ：０台、公用車：４台 

【支援者用】（支援者へ提供する設備） 

  作業スペース：第●会議室、駐車スペース：５台、電話１回線、FAX：１台、パソコン：３台、コピー機：１台 

プリンター：１台、ホワイトボード：１台（電話回線・FAX・コピー機は下水道対策本部と共用） 

５．参集要領 
1) 緊急参集メンバー（職員全員）は、2.1 の発動基準により自動的に下水道対策本部に参集する 

2) 公共交通機関の途絶等により参集に１時間以上かかる場合、連絡をして指示を待つ 

６．各班の担当業務 

1) 総務班 ：職務環境、各班との調整 

2) 調達班 ：資機材の調達、運搬（総務班対応） 

3) 情報班 ：情報収集及び住民対策、関連行政部局との連絡及び協議 

4) 調査班 ：調査計画及び調査の実施 

5) 復旧班 ：措置・応急復旧作業、設計及び積算（情報班・調査班の対応） 

6) 処理場班：各施設における緊急点検・調査及び応急復旧作業 
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７．施設一覧 処理場（全２箇所） 

名称 所在地 電話 

大槌浄化センター 上閉伊郡大槌町小鎚第27地割花輪田28番1 0193-42-2883 

吉里吉里地区漁業集落排水処理施設 大槌町吉里吉里第30地割字向山55番1 0193-43-1125 

雨水ポンプ場（全３箇所） 

名称 所在地 電話 

桜木町雨水ポンプ場 上閉伊郡大槌町桜木町1番  

栄町雨水ポンプ場 上閉伊郡大槌町栄町44番21  

大町雨水ポンプ場 上閉伊郡大槌町大町41番5  

マンホールポンプ場（全２３箇所） 

名称 所在地 電話 

進入道路雨水マンホールポンプ 大槌町小鎚第27地割  

寺野マンホールポンプ 大槌町小鎚第23地割  

三枚堂マンホールポンプ 大槌町小鎚第21地割  

高清水マンホールポンプ 大槌町小鎚第21地割  

桜木町マンホールポンプ 大槌町桜木町1番  

末広町マンホールポンプ 大槌町末広町14番  

安渡マンホールポンプ 大槌町安渡1丁目6番  

沢山マンホールポンプ 大槌町大槌第22地割  

柾内マンホールポンプ 大槌町大槌第12地割  

大ヶ口マンホールポンプ 大槌町大ヶ口1丁目2番  

源水マンホールポンプ 大槌町大槌第14地割  

赤浜マンホールポンプ 大槌町赤浜1丁目19番  

惣川1号マンホールポンプ 大槌町赤浜1丁目2番  

惣川2号マンホールポンプ 大槌町安渡3丁目13番  

大町マンホールポンプ 大槌町大町6番  

大町2号マンホールポンプ 大槌町大町9番  

吉里吉里3号マンホールポンプ 大槌町吉里吉里4丁目3番  
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吉里吉里4号マンホールポンプ 大槌町吉里吉里3丁目6番  

浪板1号マンホールポンプ 大槌町吉里々々第11地割  

浪板3号マンホールポンプ 大槌町吉里々々第11地割  

浪板4号マンホールポンプ 大槌町吉里々々第11地割  

吉里吉里5号マンホールポンプ 大槌町吉里吉里3丁目10番  

放流ポンプ 大槌町吉里々々第30地割  

管渠 

名称 始点 終点 

大槌１号幹線 大槌町赤浜１丁目１番 大槌町小鎚第２７地割 

大槌２号幹線 大槌町大槌第２３地割 安渡１丁目１番 

大槌３号幹線 大槌町大槌第１２地割 大槌町上町２番 

大槌４号幹線 大槌町小鎚第２１地割 大槌町上町２番 

大槌５号幹線（廃止） 大槌町栄町５番 大槌町栄町２３番 

大槌６号幹線 安渡２丁目１番 安渡２丁目１番 
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2.3 対応体制・指揮命令系統 

 
 

 

 

 

 

<代理一覧> 

 

対策本部長   上下水道課長 

代理①    業務班長 

 

対策副本部長 業務班長 

 代理①   業務班員 

 

総務班長    業務班長 

代理①    業務班員 

 

情報班長    工務班長 

代理①    工務班員 

 

調査班長    工務班長 

代理①    工務班員 

 

処理場班長    上下水道課長 

代理①      工務班長 

(維持管理業者：(株)テツゲン) 

対策本部長 

上下水道課長 

大槌町 

℡  

携  

携帯メールアドレス 

 

 

対策副本部長 

同課 業務班長 

大槌町 

℡  

携  

携帯メールアドレス 

 

 

 

総務（調達）班長 

同課 業務班長  

大槌町 

℡  

携  

 

情報班長 

同課 工務班長 

大槌町 

℡  

携  

 

処理場班長 

上下水道課長 

℡  

携  

 

初
動
の
連
絡 

施設名等 所在地 
連絡先

(℡) 

大槌浄化センター 小鎚第 27地割字

花輪田 28-1 

42-2883 

漁業集落排水施設 吉里吉里第 30地

割字向山 55-1 

43-1125 

 

調査（復旧）班長 

同課 工務班長 

大槌町 

℡  

携  

 

調査（復旧）班 

同課 工務班員 

 

 

情報班 

同課 工務班員 

 

 

総務班（調達班） 

同課 業務班員 

 

 

処理場班 

維持管理業者 
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2.4 代替対応拠点の概要と参集者 

代替対応拠点名 大槌町中央公民館 

平 

 

時 

所在地 上閉伊郡大槌町小鎚第 32 地割 126 

電話番号、ＦＡＸ 0193-42-3030 

代替対応拠点の担当者 教育委員会次長 

発  

 

災 

 

時 

代替対応拠点設置の判断基準 
下水道対策本部（上下水道課）が使用不能または使用上の支障が大きい場合。 

（対策本部長又はその代理が判断） 

代替対応拠点への初動参集基準と 

初動参集者及び役割 

○初動参集基準は、対応拠点が使用できないと疑われる以下のような場合。 

１）震度６弱以上の地震が発生した場合（本部拠点庁舎は震度５までの耐震性を保持） 

２）中央公民館に参集したほうが有利な場合（その他本部拠点が使用できないとき） 

○初動参集者は、全５名。氏名 上下水道課長、業務班長、工務班長、課員 2 名 

・初動参集者は、初動参集基準の何れかが満足された場合、代替対応拠点に直接参集する。 

・対応拠点が使用可能とわかったら、本来の対応拠点へ移動する。 

○役割分担は、参集者状況確認：上下水道課長、本部拠点状況確認：業務班長、業務班員 

本部拠点までの経路確認：工務班長、工務班員 

電話、ＦＡＸ、メールアドレス 電話：0193-42-8719 FAX：0193-42-2030 Mail：suido@town.otsuchi.iwate.jp 

携帯電話番号、携帯アドレス 
代替対応拠点への初動参集者の総務担当者（上下水道課長）の 

携帯電話番号     、アドレス       

代替対応拠点への移動手段 
・勤務時間内の場合：本庁下水道部局から徒歩・自転車 

・夜間休日の場合：各自の自宅から徒歩・自転車・自家用車・バイク 

避難者への対応 
・非常食の確保 

・避難者名簿の作成 

代替対応拠点の合意文書…中央公民館は大槌町の施設なので不要とする 
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2.5 避難誘導・安否確認 

 

2.5.1 避難誘導方法 

建物名等 大槌町役場庁舎 

避難誘導責任者 

〃 代理者 
責任者：上下水道課長  代理者：上下水道課 業務班長 

来訪者の誘導方法 

応接している職員が、責任を持って誘導する。 

屋外避難が必要なければ、来訪者を１階正面玄関ロビーに誘導する。 

屋外避難が必要な場合は、階段を使って来訪者を中央公民館に誘導する。 

ただし、車椅子の方や階段を使用することができない方については、安全を確認した上でエレベータの使用も可とする。 

職員の避難方法 大槌町職員初動マニュアルに従って避難する。 

避難経路 別図参照 

避難先（集合場所）（※１） 大槌町役場敷地内 駐車場 

近隣の公設の避難所 大槌町中央公民館（所在地 大槌町小鎚第 32 地割 126） 

 

 

2.5.2 安否確認方法 

安否確認の責任者 責任者：上下水道課長  代理者：上下水道課 業務班長 

安否確認の担当体制 担当者：上下水道課長 

安否確認の方法・手順 

職員とその家族の安否を確認する。 

連絡手段：電話・携帯メール・携帯災害伝言板・SNS（facebook、twitter）等 

作業手順：電話 → 携帯メール → 携帯災害伝言板 → SNS（facebook、twitter）等 

安否確認の発動条件 例）震度４以上の地震が大槌町内で観測された場合。 
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2.5.3 職員リスト 

＜個人情報につき、取扱注意＞ 

氏名 所属 
下水道ＢＣＰに

おける役割 
保有資格 

居住地 
参集 

可能時期 

連絡先 

住所 
災害時 

参集手段 
 電話 メール 

 上下水道課長 
対策本部長 

処理場班長 
    

自宅 

携帯 

 

 
 

 同課 業務班長 

対策副本部長 

総務班長 

（調達班長） 

    
自宅 

携帯 
  

 同課 工務班長 

情報班長 

調査班長 

（復旧班長） 

    
自宅 

携帯 
  

 同課 業務班員 
総務班員 

（調達班員） 
    

自宅 

携帯 
  

 同課 業務班員 
総務班員 

（調達班員） 
    

自宅 

携帯 
  

 同課 業務班員 
総務班員 

（調達班員） 
    

自宅 

携帯 
  

 同課 業務班員 
総務班員 

（調達班員） 
    

自宅 

携帯 
  

 同課 業務班員 
総務班員 

（調達班員） 
    

自宅 

携帯 
  

 同課 工務班員 
情報班員 

（復旧班員） 
    

自宅 

携帯 

 

 
 

 同課 工務班員 
調査班員 

（復旧班員） 
    

自宅 

携帯 
  

 同課 工務班員 
調査班員 

（復旧班員） 
    

自宅 

携帯 
  

 同課 工務班員 
調査班員 

（復旧班員） 
    

自宅 

携帯 
  

 同課 工務班員 
情報班員 

（復旧班員） 
    

自宅 

携帯 
  

 

 



 

 

 

 

－ 13 － 

2.6 被害状況の把握（チェックリスト） 

＜＊＊月＊＊日（＊）＊＊時＊＊分時点＞ 

分類 項目 被害 確認方法 

下水道部局

職員安否 

死者  名 

氏名  

・勤務時間内は点呼により確認。 

・夜間休日（勤務時間外）は 2.5.2 安否確認方法による。 

 行方不明者  名 

氏名 

負傷者  名 

氏名 

参集完了者 

参集可能の連絡あり 

 名 

 名 

・必要に応じて名簿（別紙）を作成。 

庁舎の被害 

主要構造部 

 

あり／なし 

概要 

・担当の総務班が、庁舎管理部門に確認する。 

・被害があれば、建物を使用し続けられるか建築構造の有資

格者が詳しく確認する。 その他 概要 

 

主要設備の

被害 

電力 あり／なし 概要  ・担当の総務班が、ライフラインの状況を確認する。 

・被害があれば、庁舎管理部門に連絡する。 上水道 あり／なし 概要  

トイレ・下水 あり／なし 概要  

ガス あり／なし 概要  

空調設備 あり／なし 概要  

情報・通信設備 あり／なし 概要  

その他 あり／なし 概要  
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2.7 災害発生直後の連絡先リスト 

 

2.7.1 国、県、関連行政部局等 

連絡先 
連絡先担当者 

及び代理者 
連絡手段・連絡先 連絡する内容 町担当者及び代理者 

国・県 

国土交通省 

東北地方整備局建

政部都市・住宅整

備課 

下水道係長 
電話：022-225-2171 

FAX：022-227-4459 

・被害状況の報告 

（原則、岩手県から県内状況をとりまとめの上、報 

告する。） 

・支援活動に必要な情報共有 

 （被災状況、排水ポンプ車の出動要請、宿泊地、交通 

手段、不足しているリソース等） 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

岩手県県土整備部 

下水環境課 
下水道事業担当 

電話：019-629-5897 

FAX：019-629-9130 

・被害状況の報告と支援要請の依頼 

・支援に必要な情報共有 

 （排水ポンプ車の出動要請、宿泊先、交通状況、リソ 

ース（人、モノ）の状況等） 

・支援者が提供可能な資器材及び人員の確認 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

岩手県農林水産部 

漁港漁村課 

漁業集落環境整備

事業担当 

電話：019-629-5825 

FAX：019-629-5824 

・被害状況の報告と支援要請の依頼 

・支援に必要な情報共有 

 （排水ポンプ車の出動要請、宿泊先、交通状況、リソ 

ース（人、モノ）の状況等） 

・支援者が提供可能な資器材及び人員の確認 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

沿岸広域振興局 

土木部 
管理課 

電話：0913-25-2708 

FAX：0193-27-5574 

・道路及び河川占用箇所の状況（点検報告等） 

・道路及び河川情報の共有 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

関連行

政部局 

町災害対策本部 
総務課長 

防災対策課長 

電話：0193-42-8710 

FAX：0193-42-3855 

・被害状況の報告 担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

道路・河川管理者 地域整備課長 
電話：0193-42-2035 

FAX：0193-42-2036 

・被害箇所の情報共有 

・通行止め箇所、マンホールの浮き上がり等の情報共有 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

遠野市水道事務所 下水道業務係 
電話：0198-62-2111 

FAX：0198-62-3047 

・地震、津波等による大規模災害時の応援要請 

 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 
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奥州市都市整備部 

下水道課 
管理普及係 

電話：0197-24-2111 

Fax：0197-22-2533 

・地震、津波等による大規模災害時の応援要請 

 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

豊中市 危機管理課 
電話：06-6858-2683 

FAX：06-6858-2667 

・物資・資機材の提供及び職員の派遣等の応援要請 

 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

その他 

日本下水道事業団 

岩手事務所 
所長 

電話：019-653-3506 

FAX：019-653-3507 

・処理場・管路及びポンプ場の被害調査、応急復旧対応 

の依頼 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

公益財団法人 

岩手県下水道公社 
理事長 

電話：019-638-2623 

FAX：019-638-2623 

・処理場・管路の被害調査及び応急復旧対応の依頼 

 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

 

 

2.7.2 民間企業等 

連絡先 
連絡先担当者 

及び代理者 
連絡手段・連絡先 連絡する内容 

町方担当者 

及び代理者 

 

 

 

 

 

 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社テツゲン 

釜石大槌地区下水

道施設管理センタ

ー長 

電話：0193-42-2883 

FAX：0193-42-2883 

・処理場及びマンホールポンプの被害調査の依頼 

・水質処理状況の情報共有 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

高木電気 

管理事務所 

 電話：090-3361-3699 

FAX：0193-42-7321 

・雨水ポンプ場の応急復旧対応の依頼（電気設備） 担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

細川電気 

管理事務所 

 電話：080-5587-8976 

FAX：0192-29-2434 

・雨水ポンプ場の応急復旧対応の依頼（機械設備） 担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

社団法人 

岩手県建設業協会

釜石支部 

支部長 

(株)青紀土木 

電話：0193-27-2530 

FAX：0193-27-2906 

・調査、応急復旧対応の依頼 

・資機材の調達 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

公益社団法人 

日本下水道管路管

理業協会 

岩手支部長 

(株)伊藤組 

電話：0198-24-1193 

FAX：0198-24-9798 

・調査、管渠洗浄、汚水汲み取り等応急復旧対応の依頼 担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

町内衛生処理業者 

大安環境衛生(有) 
電話：0193-42-4131 

FAX：0193-42-3601 

・マンホールポンプ等からの汚水汲み取りの依頼 

・7t×1 台、4t×2 台 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

大槌衛生社 
電話：0193-42-2556 

 

・マンホールポンプ等からの汚水汲み取りの依頼 

・2t×1 台、4t×1 台 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 
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民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(株)三水コンサル

タント東北支社 

支社長 電話：022-728-2705 

FAX：022-728-7207 

・下水道台帳の出力依頼 担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

岩手県高圧ガス保

安協会 釜石支部 

釜石ガス(株) 電話：0193-22-3535 ・プロパンガス及び設備等 担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

岩手県石油商業協

同組合 釜石支部 

(有)釜甚興産 電話：0193-44-2432 

FAX：0193-44-2118 

・応急対策用燃料等 担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

電力 
東北電力(株) 

釜石営業所 

電話：0193-27-2501 

FAX：0193-27-2591 

・被害状況、復旧見込み等の情報共有 担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

応急車両整備 
岩手県自動車整備

振興会釜石支部 

電話：0193-24-2065 ・災害業務従事車両の応急整備及び資機材の貸出 担当者：工務班長 

代理者：工務班員 
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2.8 保有資機材と調達先 
（１）資機材の備蓄品・調達品リスト 

名称 規格 

保管場所と数量 

調達先 
大ヶ口・その他浄水場 

大槌浄化センター 

雨水ポンプ場 
役場庁舎 

バリケード Ａ型 0 組 0 組 2 組  

 パイプ式 0 組 0 組 0 組  

セーフティーコーン  16 個 5 個 10 個  

土嚢袋  100 袋 0 袋 100 袋  

鏡（管渠調査用）  0 本 0 本 1 本  

ライト（予備電池）  0 個 3 個 2 個  

巻尺  2 個 0 個 2 個  

コンベックス  2 個 0 個 3 個  

マンホール蓋開閉棒  0 本 0 本 4 本  

バール  2 本 0 本 3 本  

のこぎり  2 本 0 本 2 本  

スコップ  5 本 0 本 6 本  

クリッパ他  3 丁 0 丁 2 丁  

可搬式ホイストクレーン  0 基 1 基 0 基  

三脚ヘッド  0 脚 1 脚 0 脚  

防災用水袋 6ℓ  4000 枚 0 枚 0 枚  

給水タンク  1.0m3－1 基 

0.5m3－6 基 
0 基 0 基 

 

給水タンク車 3000ℓ  １台 1 台 0 台 0 台  
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（２）調達先のリスト 

調達先 
連絡先担当者 

及び代理者 
連絡手段・連絡先 調達する資機材 

当方担当者及び代理

者 

(社)岩手県建設業協会釜石支

部 
支部長：(株)青紀土木 

電話：0193-27-2530 

FAX：0193-27-2906 
バリケード他土木資機材一式 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

岩手県高圧ガス保安協会 釜

石支部 
釜石ガス(株) 

電話：0193-22-3535 
プロパンガス及び設備等 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

岩手県石油商業協同組合 釜

石支部 
(有)釜甚興産 

電話：0193-44-2432 

FAX：0193-44-2118 
応急対策用燃料等 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員  

東北電力(株) 釜石営業所 
電話：0193-27-2501 

FAX：0193-27-2591 
電力復旧 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

岩手県自動車整備振興会 釜

石支部 

トヨタ部品東北共販(株)釜

石営業所 

電話：0193-24-2065 災害対応業務従事車両の応急整備及び資機材

の貸出 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

水道工事指定店 
町 HP 掲載業者 

（リスト別途作成） 

電話： 
給水及び宅内水道施設復旧等 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 

排水設備工事指定店 
町 HP 掲載業者 

（リスト別途作成） 

電話： 
宅内排水設備復旧等 

担当者：工務班長 

代理者：工務班員 
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2.9 備蓄、救出用機材 

 

2.9.1 食料等の備蓄 

品  名 個  数 保存期限 保 管 場 所 管理責任者 

飲料水     

非常食     

非常用トイレ     

給水タンク     

※大槌町業務継続計画を参照 

 

 

2.9.2 閉じ込め、下敷き等の救出用機材の配置状況 

品  名 個  数 保 管 場 所 管理責任者 

    

    

    

    

※2.8（１）を参照 
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3 非常時対応計画 
 

3.1 非常時対応計画【勤務時間内に想定地震が発生した場合】（本部編） 

時間 （標準的な）行動内容 参照文書類 

直後 

来訪者・職員の負傷者対応・避難誘導 

・来訪者・職員等の負傷、閉じ込めを救助し、応急措置。 

・目視により火災発生や庁舎倒壊の危険がある場合、屋外に避難。 

・屋外避難が必要ない場合、来訪者を城山体育館へ誘導。 

2.5.1 1 避難誘導方法 

職員の安否確認 

・責任者が在庁職員の安否を点呼等により確認。 

・担当者は不在職員（外出、休暇等）の把握と安否を確認。 

・外出、休暇等により在庁していない職員は、自らの安全を確保した後、速やかに安否確認の担当者に安否の連絡 

を行い、帰庁・出勤できる時間の目処を連絡。 

2.5.3 職員リスト 

2.5.3 安否確認方法 

処理場との連絡調整（１） 

・処理場の職員等の安否、処理場の被害概要を把握。 

2.3 対応体制・指揮命令系

統図 

～3 時間 

下水道対策本部立上げ 

・担当班は、外部状況（大規模クラック）等、災害対応拠点（通常の業務拠点）の安全性を確認。 

・災害対応拠点の安全が確保できない場合、代替拠点へ移動。 

・下水道対策本部の立上げ、体制確保。 

・民間企業等への協力要請に備え、連絡体制を確保。 

・災害対策本部及び県下水環境課等へ対応体制や既に分かっている被害の概況等の速報を連絡するとともに、被害 

 状況が分かり次第、随時報告。 

2.2 対応拠点と非常参集 

2.6 被害状況の把握 

（チェックリスト） 

2.7 災害発生直後の連絡先 

リスト 

災害対策本部への初動連絡 

・災害対策本部へ対応体制や既に判明している被害概況等を報告。 

2.7 災害発生直後の連絡先 

リスト 

処理場との連絡調整（２） 

・処理場の被害状況等を確認。 

・被害状況確認、応急対応に関して職員のみで対応できない項目を抽出し、外部への支援要請について検討。 

2.3 対応体制・指揮命令系 

統図 

浸水対策（降雨予報の確認） 

・今後の降雨予報を確認。 

 浸水被害が予想される場合は、【浸水対応 P17】を実施。 

 

～6 時間 

災害対策本部との連絡調整 

・災害対策本部へ被害状況、復旧見込み等を報告。 

・災害対策本部を通じてライフラインの復旧見込みを確認。 

・町全体に関する被害状況、対応状況、方針等の確認及び道路・河川担当課等、部局間の相互調整。 

 

2.7 災害発生直後の連絡先 

リスト 
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時間 （標準的な）行動内容 参照文書類 

～6 時間 

被害状況等の情報収集 

・報道、他部局からの連絡、住民からの通報等による被害情報（下水道施設、溢水状況等）を収集整理。 

・個別住民からの問い合わせ対応（現地確認、排水設備の修理業者の紹介等）。 

・住民問い合わせに関する 

マニュアル 

・町指定排水設備業者リス 

 ト 

県への被害状況等の連絡 

・県下水環境課及び漁港漁村課へ被害状況等を連絡。 

2.7 災害発生直後の連絡先 

リスト 

関連行政部局との連絡調整 

・関連行政部局（道路、河川部局等）との協力体制の確認。 

・管理施設が近接している関連行政部局（道路、河川部局等）との共同点検調査の実施方針を調整。 

2.7 災害発生直後の連絡先 

リスト 

～1 日 

データ類の保護 

・台帳類（下水道台帳）やバックアップ媒体等が損傷するおそれがある場合は、安全な場所へ移動。 

・データが損傷した場合、バックアップのない情報の復元処理を(株)三水コンサルタントに依頼。 

2.7 災害発生直後の連絡先 

リスト 

～2 日 

緊急点検 

・調査箇所の優先順位を決定し、グループ編成・調査内容を決定。 

・調査用具、調査チェックリストを準備。 

・人的被害につながる二次災害の防止に伴う管路施設の点検を実施。 

・緊急点検・調査に関する 

マニュアル 

緊急調査 

・重要な幹線等の目視調査を実施。 

・緊急点検・調査に関する 

マニュアル 

避難所等のトイレ機能の確保 

・避難所等における水洗トイレ等の状況確認（使用可否、復旧見込み等）。 

・避難所等における水洗トイレの機能確保（マンホールトイレを含む）に向けた関連行政部局との対応協議、調整を 

実施。 

 

民間企業等との連絡確保 

・汚水溢水の解消や応急復旧に備え、連絡体制を確保。 

2.7 災害発生直後の連絡先 

リスト 

～3 日 

適宜実施 

緊急措置（被害がある場合） 

【汚水溢水への緊急措置】 

 ・備蓄している資機材（仮設ポンプ、仮設配管等）により、溢水解消。 

 ・資機材等が不足している場合には、町内土木業者、町内衛生処理業者、(公社)日本下水道管路管理業協会、(株) 

テツゲンに人員及び資機材を要請。 

【緊急輸送路等における交通障害対策】 

 ・関連行政部局と協力し、緊急輸送路等における道路陥没やマンホール浮上等による交通障害を解消。 

【浸水対策】 

 ・排水ポンプ、排水ポンプ車等の手配を町で対応できない場合は県と協議。 

 

2.7 災害発生直後の連絡先 

リスト 

・マンホール蓋開閉に関す 

るマニュアル 
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時間 （標準的な）行動内容 参照文書類 

～3 日 

支援要請及び受援体制の整備 

・被災状況の調査及び復旧に関して、支援要請が必要かを判断。 

・支援要請を行う場合、被害状況、支援要請内容（人／物）等を県に連絡。 

・受入場所（作業スペース・保管場所）を確保。 

・県等からの連絡に応じて受入対応状況を適宜連絡。 

2.7 災害発生直後の連絡先 

リスト 

・支援要請に関するマニュ 

アル 

関連行政部局との連絡調整（２） 

・応急復旧等を行うにあたって、関連行政部局（道路・河川部局等）と協議。 

2.7 災害発生直後の連絡先 

リスト 

処理場との連絡調整（３） 

・処理場の被災状況に応じ、仮設トイレからのし尿受入を要請。 

2.7 災害発生直後の連絡先 

リスト 

3 日～ 

個別住民への対応 

・排水設備の修理業者の紹介。 

 

直営対応可能な軽微な修繕 

・直営で対応可能な軽微な修繕。 

 

7 日～ 
災害復旧事業の確認 

・被災箇所を災害査定申請するか、県下水環境課と町財政担当との調整。 

 

 【浸水対応】：町災害対策本部と連携した水防活動の実施 

今後、降雨が予想され、管路施設等の被災により、浸水被害が想定される場合、町災害対策本部と連携し、水防活動を開始。 

・大雨注意報発令から２時間まで：把握できる範囲で管路等の被災箇所の情報収集を行い、町災害対策本部へ報告し、水防に 

関する対応を協議。 

・    〃    ３時間まで：浸水常襲地区に加え、管路被害等により浸水のおそれが高い地区の巡視体制を強化。 

浸水常襲地区等の住民に対し浸水の危険性を周知。 

必要に応じ、住民へ土のう等を配布。 

・    〃    ６時間まで：排水ポンプ等の手配を(社)岩手県建設業協会釜石支部に要請。 
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3.2 非常時対応計画【勤務時間外に想定地震が発生した場合】（本部編） 

時間（※） （標準的な）行動内容 参照文書類 

直後 

自動参集 

・震度をラジオ等で確認し、下水道対策本部の部員および代替拠点への初動参集者は、指定された場所に自動参集。 

・その他職員は、対応拠点への参集を開始する。ただし、動員計画に基づき、自宅で待機する場合は下水道対策本

部からの指示を待つ。 

・参集に当っては、服装に留意する。また、水、食糧を持参するように努める。 

・自動参集の過程で路面上の異常の有無を可能な範囲で確認。 

2.2 対応拠点と非常参集 

 

職員の安否連絡 

・自らと家族の安全をとりあえず確保した後、速やかに安否確認担当者に安否の連絡を行い、出勤できる時間の目

処を連絡。 

2.5.2 安否確認方法 

2.5.3 職員リスト 

指揮系統の確立 

・参集した職員の代替順位に応じて、各班の指揮系統を確立。 

・職員の安否、下水道施設の被害概要の把握に努める。 

2.3 対応体制・指揮命令 

  系統図 

2.5.2 安否確認方法 

2.5.3 職員リスト 

処理場との連絡調整（１） 

・処理場の職員等の安否、処理場の被害概要を把握。 

2.3 対応体制・指揮命令 

  系統図 

～3 時間 

下水道対策本部立上げ 

・担当班は、外部状況（大規模クラック）等、災害対応拠点（通常の業務拠点）の安全性を確認。 

・災害対策拠点の安全が確保できない場合、代替拠点へ移動。 

・下水道対策本部の立上げ、体制確保。 

・民間企業等への協力要請に備え、連絡体制を確保。 

・災害対策本部及び県下水環境課等へ対応体制や既に分かっている被害の概況等の速報を連絡するとともに、 

 被害状況が分かり次第、随時報告。 

2.2 対応拠点と非常参集 

2.6 被害状況の把握 

（チェックリスト） 

2.7 災害発生直後の連絡先 

リスト 

災害対策本部への初動連絡 

・災害対策本部へ対応体制や既に判明している被害概況等を報告。 

2.7 災害発生直後の連絡先 

リスト 

処理場との連絡調整（２） 

・処理場の被害状況等を確認。 

・被害状況確認、応急対応に関して職員のみで対応できない項目を抽出し、外部への支援要請について検討。 

2.3 対応体制・指揮命令 

  系統図 

浸水対策（降雨予報の確認） 

・今後の降雨予報を確認。 

 浸水被害が予想される場合は、【浸水対応 P17】を実施。 

 

～6 時間 

災害対策本部との連絡調整 

・災害対策本部へ被害状況、復旧見込み等を報告。 

・災害対策本部を通じてライフラインの復旧見込みを確認。 

・町全体に関する被害状況、対応状況、方針等の確認及び道路・河川担当課等、部局間の相互調整。 

2.7 災害発生直後の連絡先 

リスト 
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時間（※） （標準的な）行動内容 参照文書類 

被害状況等の情報収集 

・報道、他部局からの連絡、住民からの通報等による被害情報（下水道施設、溢水状況等）を収集整理。 

・個別住民からの問い合わせ対応（現地確認、排水設備の修理業者の紹介等）。 

・住民問い合わせに関す 

るマニュアル 

・町指定排水設備業者 

リスト 

県への被害状況等の連絡 

・県下水環境課及び漁港漁村課へ被害状況等を連絡。 

2.7 災害発生直後の 

  連絡先リスト 

関連行政部局との連絡調整 

・関連行政部局（道路、河川部局等）との協力体制の確認。 

・管理施設が近接している関連行政部局（道路、河川部局等）との共同点検調査の実施方針を調整。 

2.7 災害発生直後の 

  連絡先リスト 

～1 日 

データ類の保護 

・台帳類（下水道台帳等）やバックアップ媒体などが損傷するおそれがある場合は、安全な場所へ移動。 

・データが損傷した場合、バックアップのない情報の復元処理を(株)三水コンサルタントに依頼。 

2.7 災害発生直後の 

連絡先リスト 

～2 日 

緊急点検 

・調査個所の優先順位を決定し、グループ編成・調査内容を決定。 

・調査用具、調査チェックリストを準備。 

・人的被害につながる二次災害の防止に伴う管路施設の点検を実施。 

・緊急点検・調査に関す 

 るマニュアル 

緊急調査 

・重要な幹線等の目視調査を実施。 

・緊急点検・調査に関す 

 るマニュアル 

避難所等のトイレ機能の確保 

・避難所等における水洗トイレ等の状況確認（使用可否、復旧見込み等）。 

・避難所等における水洗トイレの機能確保（マンホールトイレを含む）に向けた関連行政部局との対応協議、 

 調整を実施。 

 

民間企業等との連絡調整 

・汚水溢水の解消や応急復旧に備え、連絡体制を確保。 

2.7 災害発生直後の 

  連絡先リスト 

～3 日 

適宜実施 

緊急措置（被害がある場合） 

【汚水溢水への緊急措置】 

 ・備蓄している資機材（仮設ポンプ、仮設配管等）により、溢水解消。 

 ・資機材等が不足している場合には、町内土木業者、町内衛生処理業者、公益社団法人日本下水道管路管理 

業協会、株式会社テツゲンに人員及び資機材を要請。 

 

～3 日 

適宜実施 

【緊急輸送路等における交通障害対策】 

 ・関連行政部局と協力し、緊急輸送路等における道路陥没やマンホール浮上等による交通障害を解消。 

【浸水対策】 

・排水ポンプ、排水ポンプ車等の手配を町で対応できない場合には県と協議。 

2.7 災害発生直後の連絡 

先リスト 

・マンホール蓋開閉に 

 関するマニュアル 

～3 日 
支援要請及び受援体制の整備 

・被災状況の調査及び復旧に関して、支援要請が必要かを判断。 

2.7 災害発生直後の 

  連絡先リスト 
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時間（※） （標準的な）行動内容 参照文書類 

・支援要請を行う場合、被害状況、支援要請内容（人／物）等を県に連絡。 

・受入場所（作業スペース・保管場所）を確保。 

・県等からの連絡に応じて受入対応状況を適宜連絡。 

・支援要請に関する 

 マニュアル 

関連行政部局との連絡調整（２） 

・応急復旧等を行うにあたって、関連行政部局（道路・河川部局等）と協議。 

2.7 災害発生直後の 

  連絡先リスト 

処理場との連絡調整（３） 

・処理場の被災状況に応じ、仮設トイレからのし尿受入を要請。 

2.7 災害発生直後の 

  連絡先リスト 

3 日～ 

個別住民への対応 

・排水設備の修理業者の紹介。 

 

直営対応可能な軽微な修繕 

・直営で対応可能な軽微な修繕。 

 

7 日～ 
災害復旧事業の確認 

・被災箇所を災害査定申請するか、県下水環境課と町財政担当課との調整。 

 

 【浸水対応】：町災害対策本部と連携した水防活動の実施 

今後、降雨が予想され、管路施設等の被災により、浸水被害が想定される場合、町災害対策本部と連携し、水防活動を開始。 

・大雨注意報発令から４時間まで：把握できる範囲で管路等の被災箇所の情報収集を行い、町災害対策本部へ報告し、水防に

関する対応を協議。 

・    〃    12 時間まで：浸水常襲地区に加え、管路被害等により浸水のおそれが高い地区の巡視体制を強化。 

浸水常襲地区等の住民に対し浸水の危険性を周知。 

必要に応じ、住民へ土のう等を配布。 

・    〃    24 時間まで：排水ポンプ等の手配を(社)岩手県建設業協会釜石支部に要請。 
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3.3 非常時対応計画（事前対応）【勤務時間内に水害が発生した場合】 

番号 （標準的な）行動内容 

1 水防本部設置（大雨・洪水警報等の発表）自動参集 

2 

水防本部へ参集 

・水防計画に従い、必要に応じて水防本部へ参集。 

・下水道部局内で、警戒体制を構築。 

3 

降雨情報等の確立 

・情報収集体制の確立。 

・降雨情報等、大雨対応状況、被害情報の収集。 

4 
来訪者・職員の負傷者対応・避難誘導 

・来訪者の誘導方法・場所、職員の避難方法・場所・経路の確認。 

5 

下水道施設に関する情報の確認 

・管きょ内水位、雨水ポンプ場運転状況、雨水貯留施設の貯留量等の確認。 

・風水害による停電に備え、雨水ポンプ場・処理場の非常用発電設備の燃料情報（油種、備蓄量、運転可能時間、石油販売業者等）の確認。 

6 

水防本部、関連行政部局との連絡調整 

・下水道施設に関する情報（No.5 の内容）を連絡。 

・河川水位情報の確認 

7 

水害発生に備えた事前準備 

・懸念箇所パトロール（スクリーン設置箇所、浸水・冠水頻繁箇所等）。 

・発災後の緊急措置、応急復旧依頼業者との連絡体制の確認。 

・排水ポンプ車の要請準備。 

・浸水防止のための緊急措置（土のう・止水版設置等） 

・資機材（仮設ポンプ等）の備蓄状況確認。 

・データ類の保護。 
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4 事前対策計画 
 

4.1 データのバックアップ及び資機材の確保 

分類 項  目 現状レベル 対策内容 対策後のレベル 
必要予算 

(千円) 

実施 

予定時期 
担当者 

重要 

情報 

下水道台帳の整備 
・一部地域の台帳が整備され 

ていない 

・資料収集及び現地調査によ 

 り台帳整備を進める 

・点検調査を速やかに実施す 

ることが可能 
 R3 上下水道課 

データ（下水道台帳

等）のバックアップ 

・一部データが整備されてい 

ない 

・台帳システム作成業者にバ 

ックアップデータの保存 

を依頼 

・点検調査を速やかに実施す 

ることが可能 
 R3 上下水道課 

資機材 

保有資機材の把握 

・必要な資器材がリストアッ 

プされていない 

・資機材の保有場所が把握で 

きていない 

・保管場所や数量を調査し、 

 資機材リストを作成 

・調査復旧を速やかに実践す 

ることが可能 
 R3 上下水道課 

緊急時の資機材調達

ルートの確保 

・調達ルートが確保されてい 

ない 

・緊急時の調達ルートを確保 ・調査復旧を速やかに実施す 

ることが可能 
 R4 上下水道課 

仮設ポンプの備蓄 

・備蓄がなく、迅速な対応が 

できない 

・緊急時の調達ルートを確保 ・仮設ポンプの設置により、 

 汚水溢水の解消業務への対 

 応力が向上 

 R4 上下水道課 

自家発電機の備蓄 

・現備蓄数では不足するおそ 

れがあり、迅速な対応がで 

きない 

・備蓄数を増やすとともに、 

 緊急時の調達ルートを確保 

・仮設ポンプ等の電源を確保 

でき、汚水溢水の解消業務 

等への対応力が向上 

 R5 上下水道課 

固形塩素剤の貯蔵 
・2 日分程度を貯蔵 ・緊急時の調達ルートを確保 ・応急的な消毒処理が可能と 

 なる 
 R4 上下水道課 

燃料の備蓄量（処理

場・雨水ポンプ場） 

・12 時間程度の対応量しか確 

 保できていない 

・下水道施設の維持管理を外 

 部委託している場合、災害 

時の燃料調達の義務を負う 

対象が決められていない 

 

・緊急時の調達ルートを確保 

・災害時において、受託者と 

発注者のどちらが燃料調 

達の義務を負うか取り決 

める 

・処理場及び雨水ポンプ場の 

継続稼働が確保できる 

・燃料供給要請を速やかに実 

施することが可能  R4 上下水道課 
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設備 

情報伝達機器の確保 
・電話が不通になったときの 

情報伝達手段がない 

・衛星電話等の準備 ・発災時の情報伝達手段を確 

 保 

 
R4 

防災対策課 

上下水道課 

サーバーの停電対策 
・突然の停電でデータが破損 

する可能性がある 

・無停電装置により、正常終 

了させる 

・データの破損を防止するこ 

とができる 

 
R4 総務課 

共有パソコンの配備 
・作業用パソコン数が少ない ・支援者用の作業パソコンの 

 確保 

・支援者等の作業向上  
R4 総務課 

タブレット端末の確

保 

・現地調査時等において、調 

 査が紙データしかない 

・位置情報を把握できるタブ 

レットを準備 

・水害時、道路上に土砂が堆 

積した場合でも、人孔位置 

を正確に特定でき、効率的な 

調査が可能 

 

R5 上下水道課 

 

 

4.2 関連行政部局との連絡・協力体制の構築 

分類 項  目 現状レベル 対策内容 対策後のレベル 
必要予算 

(千円) 

実施 

予定時期 
担当者 

他部局 

との 

連絡 

部局内のリソース 

(人・モノ)の配分に関

する把握 

・上水道事業とのリソース 

(人・モノ)の配分調整がで 

きていない 

・優先実施業務と許容中断時 

間からリソース(人・モノ) 

の配分を調整 

・部局内でのリソース(人・モ 

ノ)の過不足の解消  R3 上下水道課 

関連行政部局とのリ

ソース(人・モノ)の配

分に関する調整 

・人員不足が考えられるが、 

他部署からの人員補充等に 

ついて調整できていない 

・関連行政部局とのリソース 

 (人・モノ)の配分を調整す 

 る 

・発災時の優先実施業務が効 

率的に実施可能  R4 防災対策課 

連絡・協力体制の構

築 

・連絡・協力体制が構築され 

ていない 

・関連行政部局と連絡・協力 

体制の構築について調整す 

る 

・被害情報の入手が早くなる 

など、その後の応急復旧等を 

速やかに実施することが可 

能 

 R4 防災対策課 
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4.3 他の地方公共団体との支援ルールの確認 

分類 項  目 現状レベル 対策内容 対策後のレベル 
必要予算 

(千円) 

実施 

予定時期 
担当者 

支援 

ルール 

支援体制の地方公共

団体を確認 

・支援要請する職員以外に協 

定内容が周知されていな 

い 

・組織内への周知 ・支援要請する職員が不在で 

も支援要請ができ、応急対策 

業務について対応可能 

 R4 上下水道課 

支援ルールの相互確

認 

・岩手県への支援要請の方法 

 が担当職員以外に周知され 

ていない 

・組織内への周知 ・支援の迅速化と支援時の混 

乱防止  R4 上下水道課 

 

 

4.4 受援体制の整備と充実 

分類 項  目 現状レベル 対策内容 対策後のレベル 
必要予算 

(千円) 

実施 

予定時期 
担当者 

受援 

体制 

支援者に対する担当

窓口 

・担当窓口が設定されていな 

 い 

・担当窓口を設置する ・支援者との連絡の円滑化 
 R4 

総務課 

上下水道課 

支援者へ提供する情

報等の整理 

・提供可能な情報が整理され 

ていない 

・情報を整理する 

 (リスト化) 

・支援活動を安全かつ効率的 

 に実施可能 
 R4  

・支援活動に必要な資器材、 

 備品が不足している 

・資機材を整理する 

 (リスト化) 

・不足する資機材を揃える 

・調達先を探す 

・支援者が準備する資機材が 

明確になり支援活動を効 

率的に実施可能 
 R3 上下水道課 

・支援活動に必要な作業スペ 

ース、駐車スペースが設定 

されていない 

・確保可能な作業スペース、 

 駐車スペースを整理する 

 (リスト化) 

・支援者が使用できる作業ス 

ペース、駐車スペースが明 

確になり支援活動を効率 

的に実施可能 

 R4 
総務課 

上下水道課 

情報等を災害時下水

道事業関係情報へ登

録 

・災害時下水道事業関係情報 

の使用方法がわからない 

・災害時下水道事業関係情報 

 の使用方法を周知する 

・登録すべき情報を整理し登 

 録する(変更毎に更新) 

・支援者が被災団体の情報を 

迅速に把握可能 
 R4 上下水道課 
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4.5 民間企業等との協定締結・見直し 

分類 項  目 現状レベル 対策内容 対策後のレベル 
必要予算 

(千円) 

実施 

予定時期 
担当者 

協定 

民間企業等との協定

締結状況 

・災害時における災害協定を 

 締結している 

・民間企業等と協定を締結す 

 る 

・資機材の確保(仮設ポンプ、 

自家発電機、燃料、安全柵 

等) 

・被害調査人員の確保 

・応急復旧人員の確保 

・汚水溢水の解消業務及び雨 

水浸水災害等への対応力が 

向上 

  R3 上下水道課 

平時における定期的

な情報共有 

・連絡先及び保有資機材情報 

 等が更新されていない 

・情報共有のための定例会を 

実施する 

・公共団体と民間企業等が最 

新情報を共有できる 
 R4 

防災対策課 

上下水道課 

他の地方公共団体間

とのリソース調達に

関する調整 

・同じ民間企業等と周辺の地 

方公共団体が協定を締結 

している 

・リソース調達に関する調整 

を働きかける 

・他の地方公共団体とのリソ 

ース調達の競合を防止  R4 
防災対策課 

上下水道課 

災害協定の窓口一元

化 

・同じ民間企業等と他部局が 

 協定を締結している 

・町で窓口を一元化できるよ 

 う調整する 

・発災時に調整・協議できる 

体制を作る 

・他部局とのリソース調達の 

競合を防止 
 R4 

防災対策課 

地域整備課 

上下水道課 

 

 

4.6 住民等への情報提供及び協力要請 

分類 項  目 現状レベル 対策内容 対策後のレベル 
必要予算 

(千円) 

実施 

予定時期 
担当者 

周知 

配布・広報用資料の

様式作成 

・事前に準備していない ・過去の発災時における事例 

を参考に配布・広報用資料 

の様式を作成する 

・住民等へ有効な情報を迅速 

に伝達することが可能  R4 防災対策課 

下水道使用制限・自

粛エリアの公表 

・想定していない ・自治体のホームページや携 

帯電話で、下水道の使用制 

限・自粛エリアを確認でき 

るようにする 

・住民等へ有効な情報を迅速 

に伝達することが可能 
 R4 

総務課 

防災対策課 
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4.7 その他の対策 

分類 項  目 現状レベル 対策内容 対策後のレベル 
必要予算 

(千円) 

実施 

予定時期 
担当者 

共通 

代替拠点の確保 
・本庁の耐震性能が低い 

・本庁の耐水化が不十分 

・中央公民館を代替拠点とす 

 る 

・代替拠点で、応急対応業務 

 の実施が可能 
 R4 

総務課 

上下水道課 

復旧対応の記録 
・作業指示等を記録する様式 

がない 

・様式の作成 ・作業向上 
 R4 上下水道課 

人材育成・確保 
・体制が構築されていない ・災害時の協力要請 ・OB 等からの協力確保 

 R4 
総務課 

上下水道課 

非常用発電設備の燃

料使用の把握・整理

(処理場・雨水ポンプ

場) 

・燃料の使用量・時間が把握 

できていない 

・油種、備蓄量、運転可能時 

間、納入メーカーを把握 

・燃料供給要請を速やかに実 

施することが可能 
 R4 上下水道課 

管内貯留可能量・時

間の把握(最初に溢水

するマンホールの把

握) 

・管内貯留可能量・時間が把 

握できていない 

・管内貯留可能量・時間を把 

 握 

・マンホールからの溢水を防 

止するための事前対策が可 

能 
 R4 上下水道課 

下水処理場につい

て、簡易処理ルート

の確保 

・簡易処理方法が確保できて 

いない 

・簡易処理方法の確保に向け 

た対応手順の検討 

・必要最低限の機能を速やか 

に確保することが可能  R4 上下水道課 

雨水ポンプ場につい

て、応急揚排水機能

の確保 

・応急的な揚排水機能が確保 

されていない 

・応急的な揚排水機能の確保 

に向けた対応手順の検討 

・必要最低限の機能を確保す 

ることが可能  R4 上下水道課 
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5 訓練・維持改善計画 
 

5.1 訓練計画 

訓練名称 訓練内容 参加者・対象者 予定時期 実施場所 
企画実施 

部署 

参集訓練 ・地震・津波及び水害を想定した職員の非常参集 全職員 毎年＊月 庁舎 防災対策課 

安否確認訓練 
・全職員は、携帯電話メールにより安否を連絡 

・安否確認担当職員は、安否確認の回答をとりまとめ 
全職員 毎年＊月 庁舎 防災対策課 

実地訓練 

・仮設ポンプの運転確認 

・汚水溢水を想定した箇所での仮設ポンプ等の運搬設置 

・仮設発電機によるマンホールポンプの運転 

上下水道課員 毎年＊月 現地 上下水道課 

情報伝達訓練 

・本部（下水道対策本部）と処理場との情報伝達訓練 

・他の地方公共団体や民間企業等との支援に関する情報伝達訓練 

・道路・河川部局等の関連行政部局との情報伝達訓練 

・関連協会・団体・民間企業等（処理場等の運転管理委託先、建設企 

業、機器納入メーカー、復旧時に必要な資機材メーカー、避難所の 

管理者等）との情報伝達訓練 

各担当班の責任者、 

代理者及び担当者 

関係機関等の担当者 

協定先の担当者等 

毎年＊月 庁舎 上下水道課 

図上訓練 

(シナリオ提示型) 

・非常時対応計画等の対応手順等、訓練シナリオを事前に提示して、

手順どおりに対応を行う 
上下水道課員 毎年＊月 庁舎 上下水道課 

図上訓練 

(シナリオ非提示型) 

・事前に訓練シナリオを提示せず、訓練中に付与される情報に基づき

判断し行動する 
上下水道課員 毎年＊月 庁舎 上下水道課 
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5.2 維持改善計画 

5.2.1 下水道ＢＣＰの定期的な点検項目 

点検項目 点検時期 点検実施部署 統括部署 

下水道部局や関係先（国、県、関連行政部局、民間企業等）の人事異動により、指揮命令系統、安

否確認等の登録情報（電話番号やメールアドレス）の変更がないか 

年 2 回 

（4 月、10 月） 
工務班 上下水道課 

重要なデータや文書のバックアップを実施しているか。 
年 2 回 

（6 月、12 月） 
工務班 上下水道課 

策定根拠となる計画書を変更した場合、計画に関連する文書がすべて最新版に更新されているか。 
年 2 回 

（8 月、2 月） 
工務班 上下水道課 

下水道台帳を更新しているか。 
年 2 回 

（4 月、10 月） 
工務班 上下水道課 

 

5.2.2 下水道ＢＣＰ責任者による総括的な点検項目 

 ＜実施時期：毎年７月頃＞ 

点検項目 点検実施部署 統括部署 

事前対策は、確実に実施されたか 

また、過去１年間で実施した対策（下水道施設の耐震化等）を踏まえ、下水道ＢＣＰの見直しを行ったか 
工務班 上下水道課 

優先実施業務の追加や変更等で下水道ＢＣＰ変更の必要の有無を検討したか 工務班 上下水道課 

訓練が年間を通して計画どおりに実施されたか 

また、訓練結果を踏まえた下水道ＢＣＰの見直しを行ったか 
工務班 上下水道課 

来年度予算で取り上げる対策を検討したか 

また、実施未定の対策について、予算化を検討したか 
工務班 上下水道課 

非常用電源や非常用通信手段が問題なく使用できるか 工務班 上下水道課 

下水道ＢＣＰ策定の根拠資料を変更した場合、関連する計画がすべて最新版に更新されているか 工務班 上下水道課 

下水道台帳を更新しているか 工務班 上下水道課 
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5.2.3 職員及び重要関係先への定期的周知 

周知先 周知した内容 周知の相手方及び方法 周知の実施時期 

職員 下水道対策本部及び拠点の所在地、連絡手段一覧 職員、重要関係先に対して、一覧表を提出 令和 3 年度 

岩手県県土整備部 

下水環境課 
同上 下水環境課計画担当に対して、一覧表を提出 令和 3 年度 

岩手県農林水産部 

漁港漁村課 
同上 漁港漁村課計画担当に対して、一覧表を提出 令和 3 年度 
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6 計画策定の根拠とした調査・分析・検討 
 

6.1 地震規模等の設定と被害想定 

6.1.1 地震規模の設定 

 大槌町では、以下の地震が発生したことを想定して被害想定を行う。 

 

地震規模 震度６弱(東日本大震災) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大槌町役場庁舎 
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6.1.2 津波規模の設定 
 大槌町では、以下の津波が発生したことを想定して被害想定を行う。 

 

津波規模 東日本大震災 

 

 【公共下水道区域】                         【漁業集落排水区域】 
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6.1.3 下水道施設等の耐震化及び耐津波状況 

(1) 既存施設（庁舎、管路、処理場、ポンプ場） 

 

①庁舎（建物）の状況把握 

建物の名称 大槌町役場庁舎 

項目 結果 

庁舎の建築時期 平成 6 年 

新耐震基準対応の有無 ■対応済み  □未対応 

耐震補強の有無 □耐震補強実施済み □実施したが完全ではない ■未実施（もしくは実施状況不明） 

耐震診断の結果 ■問題なし（震度５までの耐震性） □問題あり □未実施／不明 

耐震診断・工事等の当面の予定、 

検討状況 

■予定なし □耐震診断の予定あり (予定の内容：         ) 

□耐震工事の予定あり(予定の内容：  

洪水ハザードマップによる危険の有無（浸

水予想区域内か否か） 
■予想区域外 □予想区域内 （ 

津波ハザードマップによる危険の有無 

 
■予想区域外 □予想区域内 

 

②下水道施設の耐震化状況の把握 

ａ）管渠（詳細は管渠台帳参照 最新 H22.3 月） 

幹線名 
設計 

年月 

○：耐震化済み又は照査でＯＫ 

×：未耐震化又は照査でＮＧ、 －：対象外 ○：津波影響なし 

×：津波影響あり 
備考 

土木 建築 

Ｌ1 地震動 Ｌ2 地震動 新耐震 

大槌 1 号幹線 H9 以前 × × － × 復興事業で布設替え 

大槌 3 号幹線 H9 以降 ○ × － ×  

大槌 4 号幹線 H9 以降 ○ × － × 一部復興事業で布設替え 

大槌 5 号幹線 H9 以降 ○ × － × 今後使用しない 
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ｂ）施設（詳細は処理場・ポンプ場平面図参照 最新 H25.3 月） 

施設名 
設計 

年月 

○：耐震化済み又は照査でＯＫ 

×：未耐震化又は照査でＮＧ、 －：対象外 
○：津波影響なし 

×：津波影響あり 

 

備考 
土木 建築 

Ｌ1 地震動 Ｌ2 地震動 新耐震 

大槌浄化センター管理棟 H9 以前 × × × × 耐震設計不明 

同上沈砂池ポンプ棟 H9 以前 × × × × 耐震設計不明 

同上汚泥棟 H9 以前 × × × × 耐震設計不明 

漁業集落排水施設管理棟 H9 以降 ○ ○ ○ ×  

同上沈砂池 H9 以降 ○ ○ ○ ×  

桜木町雨水ポンプ場 H9 以前 × × × × 耐震設計不明 

栄町雨水ポンプ場 H9 以前 × × × × 耐震設計不明 

大町雨水ポンプ場 H9 以降 ○ ○ ○ ×  

 

(2) 設備、棚・ロッカー、機器等 

場  所 設 備 名 対策の必要性、実施すべき内容 備考 

大槌浄化センター 書庫 固定が必要・未実施  
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6.1.4 重要情報の保管及びバックアップの現状 

重要情報 保管場所 担当部門 記録媒体 
現在のバックアップ状況 

有無 頻度 方法 保管場所 

認可図書 課内書類棚 上下水道課 紙、電子 有り 随時 電子化 役場サーバー 

施設平面図 課内書類棚、浄化センター内 上下水道課 紙、電子 有り 随時 電子化 事務所 

縦断面図 課内書類棚 上下水道課 紙、電子 有り 随時 電子化 役場サーバー 

下水道台帳 課内書類棚 上下水道課 紙、電子 有り 随時 電子化 役場サーバー 

原図 課内書類棚 上下水道課 紙、電子 有り 随時 電子化 役場サーバー 

耐震化状況図   － － － － － 

受益者負担金等情報 課内書類棚 上下水道課 紙、電子 有り 随時 電子化 役場サーバー 

行政文書データ 課内書類棚 上下水道課 紙、電子 有り 随時 電子化 役場サーバー 
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6.1.5 被害想定 

項目 被害想定 

庁舎 本庁舎 

平成 23 年 3 月 11 日発災の東日本大震災の際に大槌町は震度 6 弱を観測。地震での被害は無く津波及び火災による被災であ

ったため、地震のみであれば庁舎は利用可能。 

ガラスの飛散、棚の転倒、机上の書類・パソコンの転倒・落下は発生する可能性がある。 

下水道 

施設 

管路施設 
町内の地形上、マンホールポンプが多いため、停電が発生した場合には町内各所で汚水溢水の可能性がある。また、マンホ

ールの浮上・管路の蛇行も発生する可能性がある。 

大槌浄化センター 

 

漁業集落排水施設 

大槌浄化センターは耐震基準未診断であるが、震度 6 弱で被害無しだったため、地震のみであれば利用可能であるが、機器

の配管等が損傷する可能性がある。 

自家発電装置を設置していないので停電の場合汚水処理不可能となるが処理場が溢水することはない。 

漁業集落排水施設は耐震基準を満たしており、震度 6 弱で被害無しだったため、地震のみであれば利用可能であるが、機器

の配管等が損傷する可能性がある。 

自家発電装置が無いため、停電の場合汚水処理不可能となるが処理場が溢水することはない。 

桜木町雨水ポンプ場 

栄町雨水ポンプ場 

大町雨水ポンプ場 

桜木町雨水ポンプ場・栄町雨水ポンプ場は耐震基準未診断であり、大町雨水ポンプ場は耐震基準を満たしている。全雨水ポ

ンプ場において震度 6 弱で被害が無かったため、地震のみであれば利用可能であるが、機器の配管等が損傷する可能性があ

る。また、自家発電装置を有しているため停電時においても利用可能である。 

要員 

家屋倒壊や本人･家族の負傷等により登庁できない職員が出る。また、公共交通手段の途絶や車両による移動が困難となるこ

とが予想され、発災後 1 時間以内に参集可能な職員は全体の＊＊％程度と予想される。参集者は徐々に増加し、24 時間後で

全体の＊＊％程度となる。 

ライフ 

ライン・ 

インフラ 

電力 
発災直後は断線などにより電力供給が中断する可能性が高い。地震のみの場合は 3 日間程度、津波が発生した場合は最大半

月程度、庁舎・処理場に電力が供給されない可能性がある。 

水道 
断水については地震のみの場合は 3 日間程度、津波が発生した場合は半月程度が見込まれ、庁舎・処理場に水道供給されな

い可能性がある。家屋倒壊の場合は使用不可能である。水洗トイレは電力を使用しない物については使用可能。 

電話 

固定電話 

NTT 回線は十分に冗長化されており、通信網の被害は少ないと思われるが、輻輳により発災当日はほとんど使用できない可能

性が高い。地震のみの場合 3 日間程度電話が掛かりにくいと思われる。津波が発生した場合は半月程度使用できない可能性

がある。 

携帯電話 

固定電話と同様に通信網の被害は少ないと思われるが、輻輳により発災当日はほとんど使用できない可能性が高い。地震の

みの場合は 3 日間程度、電話が掛かりにくいと思われるが、メールは若干遅配する可能性はあるものの、発災後でも送受信

可能とみられる。津波が発生した場合は半月程度使用できない可能性がある。 

道路 

発災直後は避難のため渋滞が予想されるが、その後は燃料の使用を控えるために渋滞は落ち着くとみられる。地震のみの場

合は、道路の陥没・マンホールの浮上等の処置が必要であるが、津波が発生した場合は、道路上に瓦礫が散乱するために撤

去作業に時間を要し、幹線道路は一週間程度、その他道路は一か月以上使用できない可能性がある。 

鉄道 

発災直後は運航が見合わせになる可能性が高い。地震のみの場合は軌道の点検のみであれば数日、地震による被害・津波が

発生した場合は一か月から数ヶ月程度運航できない可能性がある。 

 



 

 

 

 

－ 41 － 

 バス 

発災直後は運航が見合わせになる可能性が高い。地震のみの場合は、道路の陥没・マンホールの浮上等の処置が必要である

が、津波が発生した場合は、道路上に瓦礫が散乱するために撤去作業に時間を要し、幹線道路は一週間程度、その他道路は

一か月以上使用できない可能性がある。 

その他 

広域的な被害 
東日本大震災での状況から、津波が発生した場合、燃料・物資の不足の他、災害時の協定を締結している町内業者の人員・

資材・重機の不足が生じることが想定される。 

応援要請 

下水道施設の被害について、地震のみであれば被害は小規模と想定され、協定を締結している町内業者及び維持管理を契約

している業者で対応可能と思われるが、津波が発生した場合には被害が大規模になり、日本下水道事業団・公益財団法人岩

手県下水道公社・公益社団法人日本下水道管路管理業協会への応援要請を始めとし、社団法人岩手県建設業協会釜石支部・

維持管理業者・衛生処理業者への応援要請が必要になると想定される。 
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6.2 優先実施業務の選定と対応の目標時間の決定 
 

6.2.1 優先実施業務の候補の影響度整理表 

No 業務名 業務の概要 業務遅延による影響の可能性 

1 下水道対策本部の立上げ 

・職員等の参集状況及び安否確認 

・災害対応拠点（本庁舎等）の被害状況、安全性を確認 

・下水道対策本部の立上げ、体制確保 

・民間企業等への協力要請に備え、連絡体制を確保 

・町災害対策本部及び県下水環境課等へ、対応体制や既に判っ

ている被害の概況等の速報を連絡するとともに、被害状況が

分かり次第、随時報告 

・対策本部立上げや初動連絡の遅れにより、被害情 

報等が混乱し、以下のすべての業務が遅延するお 

それがある 

2 被害状況等の情報収集 

・処理場・雨水ポンプ場の職員等の安否、参集人員、被害の概 

要を把握 

・応急対応に関して職員のみで対応できない項目を抽出し、 

 外部への支援要請について検討 

・必要に応じて、仮設トイレからのし尿受入を協議 

・報道、他部局からの連絡、住民からの通報等による被害 

情報（下水道施設、溢水状況等）を収集整理 

・個別住民からの問い合わせ対応（現地確認、排水設備の 

 修理業者の紹介等） 

・本庁と処理場間の連絡調整が遅れることにより、 

処理場・雨水ポンプ場の機能回復に支障 

・被害状況等の情報発信業務が遅れ、行政への不信 

 不満が増長 

3 
都道府県、町災害対策本部、関

連行政部局への連絡 

・ 県下水環境課へ被害状況、対応状況等を連絡 

・ 県漁港漁村課へ被害状況、対応状況等を連絡 

・ 町災害対策本部へ被害状況、復旧見込み等を連絡 

・ 町災害対策本部を通じてライフラインの復旧見込みを確認 

・ 町全体に関する被害状況、対応状況、方針等の確認及び部局

間の相互調整 

・ 関連行政部局（道路、河川部局等）との協力体制の確認 

・ 管理施設が近接している関連行政部局（道路・河川部局等と

の共同点検調査の実施方針を調整 

・被害状況、対応状況等の把握や協力体制の確認の 

 遅れにより、リソースの配分、共同点検調査の検 

討等が遅れ、結果として下水道機能回復に支障が 

発生 

4 緊急点検、緊急調査 

・調査個所の優先順位を決定し、グループ編成・調査内容を決

定 

・調査用具、調査チェックリストを準備 

・二次災害の防止に伴う管路施設の点検を実施 

・重要な幹線等の目視調査を実施 

・道路陥没や人孔の浮上等に起因した事故等による 

 住民の生命を脅かす可能性が懸念される 

・処理場や雨水ポンプ場において、有害物質等が放出

され、住民の生命を脅かす可能性が懸念される 

・緊急調査の遅れにより、汚水溢水の放置等、健康 

被害の発生が懸念される 
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No 業務名 業務の概要 業務遅延による影響の可能性 

5 汚水溢水の緊急措置 

・備蓄している資機材（仮設ポンプ、仮設配管等）により、 

 溢水解消 

・町で対応できない（職員、資機材等の不足）場合には、●●

会社に汚泥吸引車の手配及び措置を依頼 

・未処理汚水が道路上へ流れ出ることにより健康被 

害の発生が懸念される 

6 
緊急輸送路等における交通障

害対策 

・関連行政部局と協力し、緊急輸送と等における道路陥没やマ

ンホール浮上等による交通障害を解消 

・交通障害等による救急搬送の遅延、緊急物資輸送 

への影響等住民の生命、避難生活等に大きな影響 

が懸念される 

7 
浸水対策 

（降雨が予想される場合） 

・雨水ポンプ場の復旧等、雨水排除機能を回復 

・雨水溢水に対する緊急措置を実施 

・排水ポンプ、排水ポンプ車等の手配を町で対応できない場合

は県と協議 

・復旧活動に影響を与えるだけでなく、内水氾濫被 

害の拡大や住民の生命・財産等に大きな影響が懸 

念される 

8 支援要請及び受援体制の整備 

・都道府県や他の地方公共団体に支援要請（人・モノ）を 

行うとともに、受入場所（作業部ペース・駐車スペース・ 

資機材の保管場所等）を確保し、受け入れ態勢を整備 

・支援要請及び受援体制の整備の遅れにより、人員 

や資機材等が不足し、公衆衛生上の問題等を解決 

できないおそれ 

9 一次調査 
・全体の被害状況を把握するため、人孔蓋を開けての調査を実

施 

・下水道が使用できない期間が長くなるため、住民 

の公衆衛生の悪化・健康被害が懸念される 

10 応急復旧 
・一次調査の結果により、応急的な施設の暫定機能を確保する

ために実施 

・暫定機能確保の遅れにより、汚水溢水による疫病 

発生の拡大が懸念 
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6.2.2 優先実施業務を実施・継続する方法の検討整理表 

No 優先実施業務 
対応の 

目標時間 

自前、他者への依頼

による実施の可否 
実施方法 

1 下水道対策本部の立上げ 

３時間 
自前：可・不可 

他者：可・不可 

対応場所:庁舎（上下水道課） 

対応者 :対策本部長（ただし、夜間休日は、初期参集者が立上げ準備を開始） 

対応方法:電源・通信の確認、県に被害の第一報、町対策本部との連絡調整 

2 職員等の安否確認 

１時間 
自前：可・不可 

他者：可・不可 

対応場所:庁舎（上下水道課） 

対応者 :総務班 

対応方法:勤務時間中は電話。電話が不通ならば携帯メールで実施 

     夜間休日は、参集後に、携帯メールで実施 

3 処理場との連絡調整 

１時間 
自前：可・不可 

他者：可・不可 

対応場所:庁舎（上下水道課） 

対応者 :情報班 

対応方法:処理場班に電話で被害状況、参集状況等を確認。電話が不通ならば公用車

及び徒歩で直接状況確認 

4 関連行政部局及び民間企業等

との連絡調整 ６時間 
自前：可・不可 

他者：可・不可 

対応場所:庁舎（上下水道課） 

対応者 :情報班 

対応方法:電話又は携帯メールで実施 

5 緊急点検 

２日 
自前：可・不可 

他者：可・不可 

対応場所:マンホールポンプ場、国道・河川軌道横断部、避難所下流管等 

対応者 :調査班 

対応方法:職員、保有資機材で点検を実施するが、要員及び資機材が不足する場合は、

情報班を通じて町内土木業者に応援を依頼。 

6 支援要請 

３日 
自前：可・不可 

他者：可・不可 

対応場所:庁舎（上下水道課） 

対応者 :下水道対策本部 

対応方法:電話により県へ連絡。 

7 被害状況等の情報収集と情報

発信 

３日 
自前：可・不可 

他者：可・不可 

対応場所:庁舎（上下水道課） 

対応者 :町災害対策本部又は下水道対策本部で対応 

対応方法:テレビ及びラジオにより情報を収集するとともに、町災害対策本部を通じ

て関連部局からの伝達情報、町民からの通報等による情報を情報班が整理。

発信情報は下水道対策本部を経由し、極力書面で町災害対策本部へ連絡。 

8 緊急調査 

２日 
自前：可・不可 

他者：可・不可 

対応場所:重要な幹線等（優先度が高い路線） 

対応者 :調査班 

対応方法: 職員、保有資機材で調査を実施するが、要員及び資機材が不足する場合は、

調達班(総務班)を通じて社団法人岩手県建設業協会釜石支部に応援及び資

機材調達を依頼。 
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No 優先実施業務 
対応の 

目標時間 

自前、他者への依頼

による実施の可否 
実施方法 

９ 汚水溢水の解消 

３日 
自前：可・不可 

他者：可・不可 

対応場所:汚水溢水箇所 

対応者 :復旧班(調査班) 

対応方法:職員及び保有資機材により現地で対応。要員及び資機材が不足する場合は、

情報班を通じて社団法人岩手県建設業協会釜石支部、維持管理業者、排水

設備業者、衛生処理業者に応援及び資機材調達を依頼。 

10 一次調査 

７日 
自前：可・不可 

他者：可・不可 

対応場所:区域全体（優先度が高い地区からの調査） 

対応者 :調査班 

対応方法:保有資機材・調達資機材で実施するとともに、下水道事業団・公益財団法

人岩手県下水道公社・公益社団法人日本下水道管路管理業協会へ支援要請

を行い実施する。 

11 応急復旧 

１４日 
自前：可・不可 

他者：可・不可 

対応場所:被災箇所 

対応者 :復旧班(調査班) 

対応方法:支援部隊とともに設計を行い、社団法人岩手県建設業協会釜石支部、メー

カー等に業務を委託し実施する。 

12 浸水被害の防除 

－ 
自前：可・不可 

他者：可・不可 

対応場所:被災箇所 

対応者 :復旧班(調査班) 

対応方法:支援部隊とともに設計を行い、社団法人岩手県建設業協会釜石支部、メー

カー等に業務を委託し実施する。 
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6.3 優先実施業務に必要なリソースの被害と対応策の検討整理表 

No 優先実施業務 リソース 必要数量 
現状で確保 

できる数量 
代替の可能性 

1 下水道対策本部の立上げ 職員 １人 ３人 － 

2 
職員等の安否確認 職員 １人 ３人 － 

連絡先リスト    

3 処理場との連絡調整 職員 １人 ３人 － 

4 
関連行政部局及び民間企業等との連絡

調整 
職員 １人 ３人 － 

5 緊急点検 職員 ３人 ２人 人数不足の場合は、支援要請により対応 

  一般平面図    

6 支援要請 職員 １人 ２人 － 

7 被害状況等の情報収集と情報発信 職員 １人 ２人 － 

8 
緊急調査 職員 ３人 ２人 人数不足の場合は、支援要請により対応 

下水道台帳 ３部 １部  

9 
汚水溢水の解消 職員 ２人／班体制 

３班（６人） 

２人／班体制 

１班（２人） 

人数不足の場合は、支援要請により対応 

  防護柵 ３台 ０台 不足する場合は、協力業者に要請 

  仮設ポンプ ３台 ０台 不足する場合は、協力業者に要請 

10 
一次調査 職員 ４人／班体制 

２班（４人） 

２人／班体制 

１班（２人） 

人数不足の場合は、支援要請により対応 

  下水道台帳 － －  

11 
応急復旧 職員 ４人／班体制 

１班（４人） 

２人／班体制 

１班（２人） 

人数不足の場合は、支援要請により対応 

  仮設ポンプ １台 ０台 不足する場合は、協力業者に要請 

12 浸水被害の防除 職員 － － 人数不足の場合は、支援要請により対応 

  仮設ポンプ － － 不足する場合は、協力業者に要請 
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7 資料編  

7.1  災害時における岩手県内の下水管路施設の復旧支援に関する協定（H26.3.28） 
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7.2 大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定（H8.10.7） 
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7.3  大槌町 津波避難マップ 

    
     ※大槌町防災マップへ更新予定（令和 4年度予定） 


